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私たち国立大学法人山口大学の職員は、公的研究費の使用に関し、社会から付託された

大学の使命と役割に応えるため、ここに高い倫理観に支えられた責任ある行動をとるため

の「行動規範」を策定しました。これを遵守することで、私たちは社会からの信頼を確保

していきます。

１ 私たちの立場

私たち山口大学の職員は、社会の付託に応えるため、「国立大学法人山口大学職員就

業規則」（平成１６年規則第４１号）、「国立大学法人山口大学役員及び職員倫理規則」

（平成１６年規則第５５号）、「国立大学法人山口大学研究者倫理綱領」（平成１９年４

月１日制定）等大学内外の諸規則を遵守することを私たちの基本的な立場とします。

２ 私たちの自覚

私たち山口大学の職員は、「山口大学憲章」（平成１９年２月１５日制定）に明記さ

れた「研究活動の透明性と説明責任の遵守」を十分に自覚することで、謝金・給与、物

品購入費、旅費に係る不正など、あらゆる公的研究費の不正使用をしないことを誓いま

す。

３ 私たちの役割

私たち山口大学の職員は、公的研究費の不正使用を防止するために、本行動規範に則

り、高潔な管理・監査の体制を整備し、私たちに寄せられた役割を果たしつつ、透明性

の高い大学運営を推し進めます。

４ 私たちの目標

私たち山口大学の職員は、私たちの未来が自由で安全な社会によって実現されること

を確信し、自らの果たすべき方向を常に明らかにしていきます。そのためには貴重な公

的研究費の健全かつ公正な運用に細心の注意を払いつつ、大学が目指す目標の実現に向

かって邁進していきます。

５ 私たちの決意

私たち山口大学の職員は、社会からの信頼を裏切らないためにも、公的研究費の適正

な執行管理に努め、大学としての社会的貢献を果たすことを決意します。


